
※葬儀一式料のほか、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などの実費額です。

≪時効≫:（家族）埋葬料➡死亡日の翌日から２年
　　埋葬費➡埋葬日の翌日から２年

被扶養者

埋葬料　５万円

【埋葬料（費）】

亡くなった方

被保険者

被保険者

埋葬料（費）
支給申請書に記載の
振込先指定口座

被保険者の給与口座

振込先

①:被扶養者の方または、
被保険者より生計を維持されていた方

②:①の対象者がいない場合は、
親族等の実際に埋葬を行った方

支給対象となる方

埋葬費
５万円の範囲内で埋葬に

要した費用に相当する額※

家族埋葬料　５万円

支給額

埋葬料（費）支給申請書記入見本

被保険者が亡くなられた

場合は、請求される方の

氏名等をご記入ください。

被保険者が亡くなられた

場合のみ、請求者名義の

口座をご記入ください。

記号・番号は保険証に

記載されています。

死亡診断書等の記載

内容をご記入ください。

被保険者がグループ会社社員（記号:１００、１０５以外）の場合は、事業主より証明を受けてください。

被保険者がTOTO社員（記号:１００）および任意継続被保険者（記号１０５）の場合は、

事業主証明欄は無記入の状態でTOTO健康保険組合に直接送付ください。

該当する事由の請求者に

☑を行い、添付資料を

ご準備ください。

当申請書を送付される前に、

添付資料にモレがないか

ご確認の上、☑を行って

ください。

TOTO健康保険組合

ホームページ

お亡くなりになられた被保険者の方が条件に該当する場合のみ、健康保険の名称等をご記入ください。
※同一死亡に対して、他の健康保険より埋葬料（費）の支給を受けた（受ける予定）の場合は、

ＴＯＴＯ健康保険組合からの支給を受けることはできません。


